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二

最

高

裁

判

所

長

官

あ

い

さ

つ

本
日
、

全

国

民

事

裁

判

官

会
同

を

開

催

す
る

に

当
り
、

一

言

御
あ
い

さ
つ

を

申

し

述
べ

た
い

と

存
じ

ま

す
。

戦
後 、

日

本

国

憲

法
の

下
に

、

各

分

野
に

わ
た
っ

て

お

び

た

だ

し
い

法

律
の

改

正
が

行
わ

れ 、

民

事

関

係

法

規
に
つ

き
ま

し

て 、
も 、

憲

法
の

民

主

主

義
を

実

現
し

、

ま
た

、

新
し

い

社

会

経

済

事

情
に

即

応

す
る

意

味
に

お
い

て
、

幾
多
の

改

正

が

行
わ

れ
た
の

で

あ

り

ま

す
。

し
か

し

な
が

ら 、

借

地
、

借

家

等
の

法

律
に

関

す
る
か

ぎ

り
、

改

正

を

見

な
い

で

今
日

に

い

た

り

ま

し

た
。

そ

も

そ

も 、

土

地

や

建

物
は

、

国

民
の

日

常

生

活
の

基

礎
を

な

す
住

居
に

関

係

す
る

と

ど

も
に

、

通

常

国

民
の

重

要
な

財

産
で

あ

り 、

従
つ

刀
、
，

そ
の

法

律

関

係
の

規

制

如

何
は

、

個

人
の

権

利
と

社

会

生

活
の

安
定
に

至

大
の

関

係
を

有

す
る

ま
こ

と
に

重

要
な

事

柄
で

あ

り

ま

す
。

と

こ

ろ

で
、

現

行
の

借

地

法 、

借

家

法

等
は

、

大

正

十

年
に

制

定
さ

れ
て

以

来

四

十

年

間 、

部

分

的
の

改

正
は

別
と

し

て
、

全

面

的

に
は

検

討

さ

れ

な
い

で

今
日

に

至
っ

て
い

る

も
の

で

あ

り

ま

す
。

こ

の

問

題
に
つ

い

て

法
の

所

期
す
る

と

こ

ろ

と
、

社

会

的

現

実
と
の

隔

り
は

非

常
に

大

き

く
な
っ

て
い

る
の

で

あ

り

ま

す
o

従
っ

て
、

借

地

借

家
に

関

す
る

各

種
の

紛

争
の

適
正

迅

速
な

解
決
を

図

り
、

土

地

建

物
の

合

理

的
な

利

用

を

促

進

す
る

た

め

に
、

紛

争
の

実

情
を

き
わ

め
、

社

会・
生

活
の

必

要
に

即

応
し

た

規

定
を

整

備
す
る
こ

と

が

目

下

の

急
務
で

あ
る

と

考

え

ら

れ

ま

す
。

終

戦

以

来 、

住

宅

難
の

深

刻

化
と

と

も
に

、

き
わ

め

て

多

数
の

借

地

借

家

事

件
が

発

生

し
、・

裁

判

所
と

し

て

そ
の

処
理
に

忙

殺
さ

れ
て

参
り

ま

し

た
J

我
々

は

関

係

諸

法

律
の

解

釈 、

運

用
に

、

紛

争
の

適
正

、

妥

当

な

解

決
に
つ

い

て

諸

君
が

払
わ

れ
た

苦
心
と

努

力
に

深
甚

な

敬

意
を

払

う

も
の

で

あ

り
ま

す
。

こ

れ

ら
の

紛

争
は

、

関

係

当

事

者
の

日

常

生

活
に

最

も

切

実

な

問

題
を
ふ

く
ん

で
い

る

だ

け
に

、

そ

の

様

相

も
一

般
に

深

刻 、

複

雑
で

あ

り

ま

す
。

こ

れ

ら
の

具

体

的

な

事
件
の

処

理
に

当
っ

て
、

と

く
に

、

諸

君
が

裁

判

官
と

し

て
、

実

定

法
を

現

実
の

社

会
生

活

関

係
に

適

用

す
る

に
つ

い

て

苦

心

さ

れ

た

経

験
と
、

ご

れ
に

も
と

づ

く

意

見
と

は
、

そ

れ

ら
の

法

律
の

改

正
の

た

. 
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 めに
は

最
も

貴
重な
資
料
とし
て

、

大いに
立法
に

反
映
さ

れ
て

し
かる
べ

き

ものと
信
じ

ま

す
。

a

iALLY元来、借地借家に関する法律の島的とするところは、土地の所有者と借地権者および家屋の賃貸人と賃借入との問、

の
法
律
問
題
を

正
義
と

衡
平の
理
念に
従
っ

て

規
律
するこ
と
であり
ま

す
。

その
規律は、
両当事者の
い

ず
れ
かの
一

方の
保護に

偏してはならないのであります。過去における立法の傾向は、.土地所有者と家屋の賃貸人のエゴイズムを抑えて、借

'地権者と家屋の賃借入の正当な利益を保護するにあったのであります。ところが、社会事情の変遷推移とともに、風

向

き
が

か

わ
っ

て
、

後

者
の

立

場
が

強

調
さ

れ

す

ぎ 、

前

者
の

正

当
な

権

利

が

十

分

保

護

さ

れ

な
い

傾

向

が

生

じ
て

き
ま

し

た
。

と

く ・

に
、

終
戦
後の
混
乱に
乗
じ

て
、

不

法に
他
人の土地
や家屋を
占
拠
し

たり、
明
渡
し

義

務
を

履
行
し

な
か
っ

たり
す
る事
例
が

少
な

く

あ

り
ま

せ

ん
。

既

定

事

実
を
つ

く

り

上

げ 、

「

法
の

支

配
」

を

拒

否

し
て

実

力
の

支

配

を

つ

づ

け

る

と
い

う 、

き
わ

め

て

遺

憾
な

傾
向

が

顕

著
に

な
っ

て

参
り

ま

し

た
。

の

み

な

ら

ず 、

か

よ

う
な

種

類
の

紛

争
に

関
し

て

結

局

賃

貸
人
で

あ

れ 、

賃

借
入
で

あ

れ 、

正

義
の

あ

る

側
が

勝

訴
し

て

も 、

訴

訟
が

十

年

も
五

年

も
か

か

り
、

多

大

な

訴

訟

費

用

を
か

け 、

し
か

も
そ
の

執

行
が

十

分

効

果

を
挙
げ

得

な
い

以

上
は
パ

権利者は
訴

訟の
途に
出
でる
こ

と

を

臨時
路
し

、

結

局

裁
判
外の
方法
によ
る

不

満
足
な

解

決に
甘
ん

ずる
外
は

な
い

の

で

あり

•

•

 

・

・Mr

!
‘

i・

、
•
.

 

ao--V l

 

-
-・

1

'

 

•

 

•

 

・

.v . 

. 

i\ 

f 

. 

ま

す
。

・ ー ..，向.， ・. ・ ー 一 ー ー - ‘ ・ ・・. ・ 4 ・ .-. ・ \0，.
. 一 ・

か

よ

う

な

実

状
で

は
、

所

有

者
は

安
ん

じ
て

他

人
に

土

地

や

家

屋

を

貸

す
こ

と

を

欝

賭

す

る
よ

う
に

な

り 、

土

地

や

家
屋
は

経

済

的

社

会
的に
十
分
利
用
さ

れな
いのは当
然で
あ

り

ま

す
。所

有者の地
位

も
ま

た

法律
上

十

分
保護
さ

れ
、賃貸

が事
業と
して
合
理
的に

経
営
だ

き
る

よ

う
に

す
る
こ

と

は
、

、
今
日

な
お

深刻
で

あ
る

住

宅

難
を

解

消

す
る

た

め

に

き
わ
め

て

重

要

な

意

義

を

有

す
る
の

で

あ
り
ま

す。
要

す
る
に

、

我
々

は
、

借

地

借

家

関

係
が

両

当

事

者

聞
に

均
し

く

正

義

を

実

現

す
る
こ

と

を

目

的
と

す
る

点
を

考

慮
に

入

れ
て

、

懸

案

にな
っ

ている借
地借家に
関

する法律
の

改
正
が

行

わ

れる
こと
を

希
望
する
もの
であり
ます
。

こ

れとともに
、

我
々は
現
行
法

‘ . 、
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の
解
釈
適
用
に
お
い
て
も 、

法
の
精
神
が
地
主
と
貸
主
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
放
任
で
な
い
と
同
時
に 、

こ
れ
ら
の
者
の
犠
牲
に
お
け
る
借
地

人
と
借
家
人
の
一

方
的
な
保
護
で
も
な
く
て 、

.
借
地
借
家
関
係
に
お
け
る
実
力
の
支
配
に
代
わ
る
「
法
の
支
配」

の
実
現 、

正
義
の
具
体

..

一

層
迅
速
な
事
件
処
理
を
期
す
る
た
め
の
手
続
の
面
に
つ
い
て
も 、

諸
君
の
格
段
な
る
研
究

化
に
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
る
同
時
に 、

，� 

と
努
力
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

。

い
ち
お
う
の
成
案
と
し
て 、

借
地
借
家
法
改
正
要
綱
試

案
が
で
き
上
り
ま
じ
た 。

我
々
は
法
務
省
か
ら
同
要
綱
試
案
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
ま
し
た 。

法
律
の
改
正
の
暁
に
そ
の
運
用
に
あ

た
る
我
々
と
し
て
は 、

こ
れ
を
十
分
検
討 、

研
究
し
て
立
法
の
適
切
妥
当
を
期
す
る
よ
う 、

で
き
る
か
ぎ
り

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と

存

ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す 。

・~

.

幸
に 、

借
地
借
家
法
の
改
正
に
関
し
て
は 、

最
近 、

改
正
準
備
会
に
お
い
て 、

今
回
の
会
同
は 、

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
開
催
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た 。

諸
君
に
お
か
れ
て
は 、

こ
の
機
会
に
隔
意
の
な
い
意

見
を
交
換
し
て
十
分
に
協
議
を
遂
げ
ら
れ 、

会
同
所
期
の
目
的
を
達
成
さ
れ
る
よ
う

希
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す 。
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九
0

2
ハ
追
加)

第
七
第
一

項
第
二
号
な
い
し
第
四
号
に
掲
げ
る
事
歯
に
よ
り
借
地
権
の
消
滅
の
請
求
を
寵
容
し
ま
た

は
寵
容
L
な
い
場
合
に
お
い
て、

裁
判
所
は、

当
事
者
聞
の
均
衡
を
は
か
る
た
め、

そ
の
一

方
に
対
し、

金
銭

に
よ
る
補
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
必
要
は
な
い
か。

(
東
京
地)

東

療地方
ハ
曾回
検
判官〉
と
の
問
題は 、
要綱
賦
案の
立
案の
経
過に
おい
て
も 、
すでに
取り
上
げ
られたよ
うに
聞い
て
お
り

.
ま
すが〈注1可
借地
植を
摘
減させ
る
正
当
事由が
あるかど
うかにつ
い
て
当
事者
双
方の
事
情を
比
較
考量して
隠
定
すると

い
う前提に

立
ち
ま
す
と 、
裁
判所と
して
は 、
E
うLて
も比
較
的
相
対的な
判
断しか
で
きない
こ
とに
な
るの
で
ありまし

て 、
たと
えば 、
地
主に
六
O
Mの
正
当の一事由が
ある
ために
借地
権者の
ほ
うに

四
O
Mの
正
当の .事由が
あっ
て
も
借地
権の

消
滅請
求を
龍容L
な
ければ
な
ら
ないこ
とに
な
りま

す 。
こ
の
場
合に
は 、
借地
権者
側の
四
O
Mの
正
当の
事由に
対して 、

地
主に
金
銭
補
償を
させ
るこ
と
が
当
事者
聞の
公
平をはか
る
ために
必
要で
は
ない
かとい
う
よ
う
に
考える
わ
けで
あ
りま

す 。
こ
とに 、・
当
事者
聞で
授
受さ
れて
お
りま

す権
利金が
借地
権の
売買
代金の
性
質を
もっ
てい
るよ
うな

場
合に
は 、
土地

は
地
主に
返
す反
面
楢
利金は
借地
権者に
返
えさせ
るほ
うが

合理
的で
あり 、
借地
権の
消
滅に
際して
金
銭
繍慣を
するこ
と

に
よっ
て 、
植
利金に
か
らむ
困
難な
問
題が
解
決さ
れるこ
とに
な
りは
じ
ない
か
と
思い
ま
すの
で 、
こ
うい
う観
点か
ら 、
金

銭
補
償の
問
題を
再
検
討
する
必
要が
あろ
うと

考えた
わ
けで
あ
りま

す 。
た
だ 、
裁
判
所に
とっ
て
金
銭
補
償の
額を
決定する

こ
とが
非
常に
困
難で
あろ
うと

思わ
れま
すが 、
不
法行
為に
よ
る
慰
帯料の
額の
算
定が
不
可
能で
ない
の
と
同じ
よ
うに 、

決

して
不
可
能なこ
と
で
もな
〈 、
こ
とに 、
法律上 、
地
代の
二
年
分の
範囲
内に
おい
て
定め
るとい
うよ
うな一

定の
基
準を
設

けました
うえ 、

鑑
定
委
員
会の
意
見を
参
考に
して
決め
るとい
うよ
うに

するの
もよい
の
で
は
ない
か
と
考えま
す 。

借地
権の
消
滅請
求
権の
あるこ
と
を
前提と
して 、
考えてお
ら
れる
ので
すか 。

情豊
ハ藤田
裁
判
官〉

宣
告劇培方
円吉田
義
判
官V

借
地
権の
摘
積請
求
権の
あるこ
と
を
前提と
して
考えてお
りませ
ん 。

園長
〈藤田
義
判
官》

借地
権の
消
滅請
求
権が
ない
場
合に
は 、
主
文はど
うい
うこ
とに
な
るの
で
すか 。

東京地
方
〈吉田
裁
判
官)

請
求
棄
却の
場
合に
は 、
借地
権者の
ほ
うに 、

地
主に
対してこ
れこ
れの
金
銭を
支払えとい
うよ

うな
主
文に
な
りま
す 。

民
事局
(鈴木
課長〉

立
法
過
程に
おい
て
出さ
れました
眼輸を
簡単に
申じ
上
げ
ま
す 。
借地
権
消
誠請
求が
立っ
た
場
合に 、

借地
権者に
対して
地
主か
ら
損
害の
補
償を
させ
る 、
さ
きに
支払っ
た
権
利金の一
部を
返
させ
るとい
う

考え
方を
取っ
て
お

っ
た
時が
ありま
す 。
その
当
時は 、
借地
権
消
滅
楕求を
非
訟
事件
手続
法で
や
るとい
うよ
うに

考えて
お
りま
したの
で 、
消

滅を
命
ずる
裁
判の
なか
で 、
金
銭の
支
払を
も命
ずるこ
とが
で
きるとい
うこ
とが 、
染み
や
すかっ
たの
で
あ
り・ま

す 。
とこ

ろが 、
その
よ
く
考えて
み
ま
すと 、
消
滅請
求が
立っ
た
場
合に 、
地
主が
補
償金を
支
払わ
な
ければ
な
らない
とい
うこ
とに

な
りま
すと 、
地
主と
して
は 、
借地
権
設
定の
と
きに 、
借地
権消
滅情
求が
立 回っ
たと
きに
支
払わ
な
ければ
な・トり
ない
補
償金

に
担当
する
金
簡を
予め
取っ
て
お
くだろ
うと

考え
られるの
で
あ
りま

す 。
そ
うし
ま
すと 、
か
えっ
て
借地
権者に
酪な
結
果

に
なるとい
うこ
と
が
ま
ず
第一
に
問
題に
な
りまし
た 。
第こに
は 、.
借地
権はコ一
0
年聞は
安
定してい
る
構想を
取勺
てお
り

ま
すの
で 、
仮に
権
利金を
払っ
て
借
りた
もの
で
あると
して
も 、
その
借地
植酸
定の
ための
投
下
資
本は
織地
期
間中に
回
収

さ
れ
終るとい
うこ
とで
ありま
す 。
第三に
は 、
さ
きほど
申し
上
げまし
たよ
うに 、

借地
権消
滅の
請
求は
隊
医
手続に
よ
る

こ
と
と
し
まし
た
の
で 、
手
続
的に
そ
うい
う

補
償金を
支払わせ
るとい
うこ
と
が
難しい
とい
うこ
と
で
あ
りま

す 。
第四に

は 、
そ
うい
う

補
償金の
支
払は
正
当
事由の一
内容と
して
考え
るべ
きこ
と
で
ある 。
こ
の
よ
うなこ
と
か
ら 、
提
案庁の
よ
う

な
考え
方を
やめ
て
現在の
形の
要綱にい
たっ
た
次
第で
ありま
す 。

東京
高
等
ハ薄
綬裁
判
官)
'ちょっ
と
お
尋ね
を
したい
の
で
すが 、
補償金を
支払
うこ
とに
よっ
て
正
当の
事
直訴
臨め
られる
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